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(57)【要約】
【課題】取得した移動情報の活用範囲を広げることが可
能な移動情報活用装置および移動情報活用方法を提供す
る。
【解決手段】移動情報活用装置１００は、監視カメラを
介して取得された画像に基づき人物の動線データを生成
する人物移動データ生成部１１１、人物に保持された端
末と通信中継機との間で送受信された通信信号に基づき
端末の動線データを生成する端末移動データ生成部１１
２、人物の動線データと端末の動線データとを照合する
移動データ照合部１１３、および移動データ照合部１１
３による照合結果に基づき人物と端末とを対応付ける人
物・端末対応付け部１１４を備えて構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定空間内を写すカメラを介して取得された画像に基づき、前記画像に写る被写体の移
動情報を取得する第１の移動情報取得手段と、
　前記所定空間内を移動する移動体に保持された携行通信源と、所定位置に設置された固
定通信源との間で送受信された通信信号に基づき、前記携行通信源の移動情報を取得する
第２の移動情報取得手段と、
　前記第１の移動情報取得手段により取得された前記被写体の移動情報と、前記第２の移
動情報取得手段により取得された前記携行通信源の移動情報とを照合する移動情報照合手
段と、
　前記移動情報照合手段による照合結果に基づき、前記被写体と前記携行通信源との対応
付けを行う被写体・通信源対応付け手段と、を備えることを特徴とする移動情報活用装置
。
【請求項２】
　前記被写体・通信源対応付け手段によって所定の被写体に対応付けられた所定の携行通
信源から送信される通信信号に基づき、前記所定の携行通信源を保持する所定の移動体に
関する個別情報を取得する個別情報取得手段と、
　前記個別情報取得手段が取得した前記個別情報を、前記所定の被写体と対応付ける被写
体・個別情報対応付け手段と、を備えることを特徴とする請求項１に記載の移動情報活用
装置。
【請求項３】
　前記被写体・個別情報対応付け手段が前記所定の被写体と対応付けた前記個別情報を、
所定の外部装置に出力する個別情報出力手段を備えることを特徴とする請求項２に記載の
移動情報活用装置。
【請求項４】
　前記個別情報取得手段は、前記個別情報を所定の外部記憶装置から取得するように構成
されていることを特徴とする請求項２または３に記載の移動情報活用装置。
【請求項５】
　所定空間内を写すカメラを介して取得された画像に基づき、前記画像に写る被写体の移
動情報を取得する第１の移動情報取得ステップと、
　前記所定空間内を移動する移動体に保持された携行通信源と、所定位置に設置された固
定通信源との間で送受信された通信信号に基づき、前記携行通信源の移動情報を取得する
第２の移動情報取得ステップと、
　前記第１の移動情報取得ステップにおいて取得された前記被写体の移動情報と、前記第
２の移動情報取得ステップにおいて取得された前記携行通信源の移動情報とを照合する移
動情報照合ステップと、
　前記移動情報照合ステップにおける照合結果に基づき、前記被写体と前記携行通信源と
の対応付けを行う被写体・通信源対応付けステップと、を備えることを特徴とする移動情
報活用方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動情報活用装置および移動情報活用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、店舗等の室内、公園等の広場、駅や空港等の構内や街頭など、不特定多数の人や
物（総称して「移動体」とも称する）が移動する様々な場所に、監視カメラ等の撮影装置
（カメラ）が設置されている。従来、カメラを介して取得された画像に基づき、画像内に
写る単数または複数の被写体（移動体）の移動経路等の移動情報を取得する技術が知られ
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ている（例えば、下記特許文献１を参照）。
【０００３】
　また、近年、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）等の無線ＬＡＮ（ＬＡＮ：Local Area Network）
を利用した通信システムが急速に普及しており、様々な場所に、無線ＬＡＮのアクセスポ
イント（ＬＡＮ接続用の親機）が設置されている。従来、移動体に携行される携帯電話や
タブレット型ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等の携行型の通信源（「携行通信源」と称
する）と、アクセスポイント等の固定型の通信源（「固定通信源」と称する）との間で送
受信された通信信号に基づき、移動体に保持された携行通信源の移動情報を取得する技術
が知られている（例えば、下記特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－２８７８４号公報
【特許文献２】特開２０１７－１８１１６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　画像に基づき取得した被写体の移動情報は、単数または複数の被写体の移動経路や移動
方向等の把握、特定の被写体の追跡等に利用されている。一方、携行通信源と固定通信源
との間で送受信された通信信号に基づき取得した携行通信源の移動情報も、単数または複
数の携行通信源の移動経路や移動方向等の把握、特定の携行通信源の追跡等に利用されて
いる。このように、どちらの移動情報も同じような限定された目的で利用されているとい
うのが現状であり、取得した移動情報の活用範囲を広げることが課題となっている。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みなされたもので、取得した移動情報の活用範囲を広げる
ことが可能な移動情報活用装置および移動情報活用方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る移動情報活用装置は、所定空間内を写すカメラを介して取得された画像に
基づき、前記画像に写る被写体（例えば、実施形態における人物Ｐ０～Ｐ５）の移動情報
を取得する第１の移動情報取得手段（例えば、実施形態における人物移動データ生成部１
１１）と、前記所定空間内を移動する移動体に保持された携行通信源（例えば、実施形態
における端末Ｔ０～Ｔ３）と、所定位置に設置された固定通信源（例えば、実施形態にお
ける通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３）との間で送受信された通信信号に基づき、前記携行通信
源の移動情報を取得する第２の移動情報取得手段（例えば、実施形態における端末移動デ
ータ生成部１１２）と、前記第１の移動情報取得手段により取得された前記被写体の移動
情報と、前記第２の移動情報取得手段により取得された前記携行通信源の移動情報とを照
合する移動情報照合手段（例えば、実施形態における移動データ照合部１１３）と、前記
移動情報照合手段による照合結果に基づき、前記被写体と前記携行通信源との対応付けを
行う被写体・通信源対応付け手段（例えば、実施形態における人物・端末対応付け部１１
４）と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る移動情報活用装置において、前記被写体・通信源対応付け手段によって所
定の被写体に対応付けられた所定の携行通信源から送信される通信信号に基づき、前記所
定の携行通信源を保持する所定の移動体に関する個別情報を取得する個別情報取得手段（
例えば、実施形態におけるデータ取得部１２０）と、前記個別情報取得手段が取得した前
記個別情報を、前記所定の被写体と対応付ける被写体・個別情報対応付け手段（例えば、
実施形態における人物・個別情報対応付け部１１５）と、を備えることが好ましい。
【０００９】
　また、前記被写体・個別情報対応付け手段が前記所定の被写体と対応付けた前記個別情
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報を、所定の外部装置（例えば、実施形態における販売管理装置３００）に出力する個別
情報出力手段（例えば、実施形態におけるデータ出力部１４０）を備えることが好ましい
。
【００１０】
　また、前記個別情報取得手段は、前記個別情報を所定の外部記憶装置（例えば、実施形
態における情報記憶サーバ２００）から取得するように構成されていることが好ましい。
【００１１】
　本発明に係る移動情報活用方法は、所定空間内を写すカメラを介して取得された画像に
基づき、前記画像に写る被写体の移動情報を取得する第１の移動情報取得ステップと、前
記所定空間内を移動する移動体に保持された携行通信源と、所定位置に設置された固定通
信源との間で送受信された通信信号に基づき、前記携行通信源の移動情報を取得する第２
の移動情報取得ステップと、前記第１の移動情報取得ステップにおいて取得された前記被
写体の移動情報と、前記第２の移動情報取得ステップにおいて取得された前記携行通信源
の移動情報とを照合する移動情報照合ステップと、前記移動情報照合ステップにおける照
合結果に基づき、前記被写体と前記携行通信源との対応付けを行う被写体・通信源対応付
けステップと、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る移動情報活用装置および移動情報活用方法においては、画像に基づき取得
された被写体の移動情報と、携行通信源と固定通信源との間で送受信された通信信号に基
づき取得された携行通信源の移動情報とを照合し、その照合結果に基づき、被写体と携行
通信源との対応付けを行う。そのため、例えば、所定の携行通信源と対応付けられた所定
の被写体を、所定の携行通信源を保持する移動体に該当するものとして画像上で特定（識
別）することができる。このように本発明によれば、取得した被写体の移動情報および携
行通信源の移動情報の活用範囲を広げることが可能となる。
【００１３】
　本発明において、所定の被写体に対応付けられた所定の携行通信源から送信される通信
信号に基づき、所定の携行通信源を保持する所定の移動体に関する個別情報を取得し、そ
の取得した個別情報を、所定の被写体と対応付けるように構成することで、所定の被写体
と対応付けた個別情報を、その所定の被写体の個別情報として有効利用することが可能と
なる。例えば、画像上で認識した所定の被写体を、対応付けられた個別情報から特定し、
それを、マーケティングや防犯対策等に利用することも可能となる。
【００１４】
　本発明において、所定の被写体と対応付けた個別情報を、所定の外部装置に出力するよ
うに構成することで、所定の被写体と対応付けた個別情報を、その所定の被写体の個別情
報として、所定の外部装置において速やかに利用することが可能となる。
【００１５】
　本発明において、個別情報を所定の外部記憶装置から取得するように構成することで、
大量の個別情報を予め外部記憶装置に記憶しておき、そこから所望の個別情報を速やかに
取得することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動情報活用装置を含む通信システムの全体構成を示
す概略図である。
【図２】上記移動情報活用装置の機能ブロック図である。
【図３】上記移動情報活用装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【図４】上記移動情報活用装置による人物と端末とを対応付ける処理の概要を説明する図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、本発明の実施形態について上記図面を参照して説明する。図１は、本発明の一実
施形態に係る移動情報活用装置１００を含む通信システム１０の全体構成を模式的に示し
ており、まず、図１を参照して、通信システム１０の全体構成について概要説明する。
【００１８】
　図１に示す通信システム１０は、移動情報活用装置１００と情報記憶サーバ２００とを
主体として構成される。移動情報活用装置１００と情報記憶サーバ２００とは、インター
ネット等の広域情報通信網ＮＴを介して接続されており、相互にデータの送受信が可能と
なっている。移動情報活用装置１００には、監視カメラＳＣ、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３
、画像表示装置１８０および販売管理装置３００が、有線または無線による通信網により
接続されている。
【００１９】
　監視カメラＳＣは、所定空間（本実施形態では、一例として「店舗」とする）内を写す
ものであり、撮影した画像データを順次、移動情報活用装置１００に伝送するように構成
されている。監視カメラＳＣは、例えばステレオカメラを用いることができる。図１では
、１個の監視カメラＳＣを図示しているが、複数の監視カメラＳＣを配置し、各監視カメ
ラＳＣからの画像データを移動情報活用装置１００に伝送するようにしてもよい。
【００２０】
　通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３は、例えば、Ｗｉ－ＦｉやBluetooth（登録商標）等の無線
ＬＡＮアクセスポイントとして機能するものであり、店舗内あるいは店舗の周辺に設置さ
れる固定通信源である。通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３は、店舗内および店舗近傍に存在する
端末（図１では１個の端末Ｔ０のみを図示）との間で所定の通信信号を送受信するように
構成されている。通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３と端末Ｔ０との間で送受信される通信信号と
しては、例えば、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３から周囲に発信されるビーコン（beacon）、
端末Ｔ０から通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３に向けて発信されるプローブ要求（Probe Reques
t）、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３からのビーコンに対し端末Ｔ０から通信中継機ＡＰ１～
ＡＰ３に送信される認証（Authentication）等が挙げられるが、これに限定されるもので
はない。また、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３は、端末Ｔ０から受信した通信信号の情報（例
えば、電波の強度や到達時間）を順次、移動情報活用装置１００に送信するように構成さ
れている。
【００２１】
　端末Ｔ０は、店舗内を移動する移動体あるいは監視カメラＳＣに写る被写体としての人
物Ｐ０と共に店内を移動する携行通信源である。この端末Ｔ０は、例えば、携帯電話、タ
ブレット型やノート型のＰＣ等であり、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３および移動情報活用装
置１００を介して広域情報通信網ＮＴに接続可能とされている。そして、広域情報通信網
ＮＴに接続された各種の通信装置（図示略）との間で、各種情報の送受信を行うことがで
きるように構成されている。
【００２２】
　画像表示装置１８０は、液晶ディスプレイ等により構成される画像表示部を備え、移動
情報活用装置１００から出力された画像データや解析データ等の情報を画像表示部に表示
するように構成されている。この画像表示装置１８０は、店舗内あるいは店舗外の任意の
場所に設置される。
【００２３】
　販売管理装置３００は、例えば、販売時点情報管理（ＰＯＳ）を行うためのレジスタで
あり、店舗内に設置される。この販売管理装置３００は、広域情報通信網ＮＴを介して販
売管理サーバ４００と接続されており、販売管理用の情報や移動情報活用装置１００から
出力された情報を、販売管理サーバ４００に伝送するように構成されている。
【００２４】
　情報記憶サーバ２００は、多数の人物に関するそれぞれの個別情報（例えば、氏名、性
別、生年月日、年齢、住所等の個人情報や、広域情報通信網ＮＴを介する通信で用いられ
るＩＤ等の認証情報、犯罪歴や商品の購入履歴等の情報）を記憶している。個別情報は、
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例えば、公的機関から提供されたり、広域情報通信網ＮＴを介して通信されたデータに基
づき取得されたりする。また、情報記憶サーバ２００は、ＩＤ等の認証情報を、その認証
情報が通信された端末と対応付けて記憶している。具体的には、例えば、端末から送信さ
れた通信信号に含まれるＭＡＣアドレス等の端末固有情報と、その端末から通信された認
証情報とを対応付けて記憶している。そのため、端末固有情報が分かれば、その端末固有
情報に対応付けた認証情報を検索し、さらには、認証情報からその認証情報を用いる人物
の他の個別情報を検索して出力することが可能となっている。なお、ここで示す個別情報
を検索する手法（仕組み）は一例であり、これに限定されるものではない。
【００２５】
　次に、図２を追加参照して、移動情報活用装置１００の構成および機能について説明す
る。移動情報活用装置１００は、ＣＰＵやＧＰＵ等の演算処理素子、半導体メモリ等の記
憶素子および各種ＩＣ素子等のハードウエアや、記憶素子に格納された制御プログラム等
のソフトウエアなどの各構成要素により構成される。図２に示す各機能ブロックは、各構
成要素により実現される各機能を概略的に示している。
【００２６】
　移動情報活用装置１００は、図２に示すように、データ解析部１１０、データ取得部１
２０、データ記憶部１３０およびデータ出力部１４０を備えて構成され、データ解析部１
１０は、さらに、人物移動データ生成部１１１、端末移動データ生成部１１２、移動デー
タ照合部１１３、人物・端末対応付け部１１４、人物・個別情報対応付け部１１５および
対象人物特徴抽出部１１６を備えて構成される。
【００２７】
　データ取得部１２０は、外部から種々のデータ、例えば、監視カメラＳＣが写した画像
データ、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３が端末Ｔ０から受信した通信信号の情報（ここでは、
通信信号の電波強度の情報とし、それを「端末信号の強度情報」と称する）や通信信号に
含まれる端末固有情報（ＭＡＣアドレス等の情報）、情報記憶サーバ２００から出力され
た個別情報等を取得する機能を有する。
【００２８】
　データ記憶部１３０は、データ取得部１２０が取得したデータや、データ解析部１１０
が生成したデータを記憶する機能を有する。
【００２９】
　データ出力部１４０は、データ記憶部１３０に記憶されたデータや、データ解析部１１
０が生成したデータを、画像表示装置１８０や販売管理装置３００に出力する機能を有す
る。
【００３０】
　データ解析部１１０は、データ取得部１２０が取得したデータや、データ記憶部１３０
に記憶されたデータに基づき、種々の解析を行い、解析結果に基づく新たなデータを生成
する機能を有する。また、データ解析部１１０は、ディープラーニング等の機械学習を実
行して解析精度を向上させることが可能な人工知能（ＡＩ）としての機能を備えている。
【００３１】
　人物移動データ生成部１１１は、データ取得部１２０が監視カメラＳＣから取得した画
像データに基づき、画像データに含まれる（画像に写る）単数または複数の人物の移動情
報（ここでは、人物の歩行動線の情報とし、それを「人物動線データ」と称する）を生成
する機能を有する。なお、人物の移動情報は、人物の歩行動線の情報に限定されるもので
はない。
【００３２】
　端末移動データ生成部１１２は、データ取得部１２０が通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３から
取得した端末信号の強度情報に基づき、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３と通信した端末の移動
情報（ここでは、端末の移動動線の情報とし、それを「端末動線データ」と称する）を生
成する機能を有する。なお、端末の移動情報は、端末の移動動線の情報に限定されるもの
ではない。



(7) JP 2019-200535 A 2019.11.21

10

20

30

40

50

【００３３】
　移動データ照合部１１３は、人物移動データ生成部１１１が生成した人物動線データと
、端末移動データ生成部１１２が生成した端末動線データとを照合する機能を有する。
【００３４】
　人物・端末対応付け部１１４は、移動データ照合部１１３による照合結果に基づき、人
物と端末とを対応付ける機能を有する。
【００３５】
　人物・個別情報対応付け部１１５は、データ取得部１２０が情報記憶サーバ２００から
取得した個別情報を、人物と対応付ける機能を有する。
【００３６】
　対象人物特徴抽出部１１６は、データ取得部１２０が監視カメラＳＣから取得した画像
データに基づき、画像データに含まれる人物の見た目の特徴（背格好、顔等の特徴）を、
画像認識技術を用いて抽出し、それをデータ化する機能を有する。
【００３７】
　次に、図３、図４を追加参照して、移動情報活用装置１００において移動情報活用のた
めに実行される処理（「移動情報活用処理」とも称する）の内容について説明する。この
移動情報活用処理の内容は、本発明に係る移動情報活用方法の一実施形態に該当する。
【００３８】
　移動情報活用処理では、図３に示すように、監視カメラＳＣから画像データを取得し（
ステップＳ１）、取得した画像データに基づき、人物動線データを生成する（ステップＳ
２；第１の移動情報取得ステップに相当）。この人物動線データは、例えば、画像データ
に基づき、画像に写る人物を抽出するとともに抽出した人物を追跡し、その追跡結果を歩
行動線として取得することにより生成される（このような手法に限定される訳ではない）
。図４の左上部には、人物動線データの一例として、画像内に写る５人の人物Ｐ１～Ｐ５
の、所定時間内におけるそれぞれの歩行動線を画像化したものを模式的に示している。
【００３９】
　次に、端末信号の強度情報を取得し（ステップＳ３）、取得した端末信号の強度情報に
基づき端末動線データを生成する（ステップＳ４；第２の移動情報取得ステップに相当）
。この端末動線データは、例えば、個々の端末ごとに、その存在位置を所定時間ごとに特
定し、その存在位置の変遷の軌跡を各端末の移動動線として取得する（このような手法に
限定される訳ではない）。各端末の存在位置の特定（測位）は、例えば、端末信号の強度
情報を用いて三点測位の原理により行う。具体的には、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３がそれ
ぞれ受信する１つの端末からの電波強度に基づき、その端末と各通信中継機ＡＰ１～ＡＰ
３との距離を推定し、その推定結果からその端末の存在位置（座標）を特定する（このよ
うな手法に限定される訳ではない）。なお、通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３の設置位置（座標
）は既知とする。図４の右上部には、端末動線データの一例として、通信中継機ＡＰ１～
ＡＰ３と通信した３個の端末Ｔ１～Ｔ３の、所定時間内におけるそれぞれの移動動線を画
像化したものを模式的に示している。
【００４０】
　次に、人物動線データと端末動線データを照合する（ステップＳ５；移動情報照合ステ
ップに相当）。この照合は、例えば、人物動線データに基づき各人物Ｐ１～Ｐ５の歩行動
線を数値化するとともに、端末動線データに基づき各端末Ｔ１～Ｔ３の移動動線を数値化
し、それぞれの動線の相関度を求めることにより行う（このような手法に限定される訳で
はない）。
【００４１】
　次に、照合結果に基づき、人物と端末との対応付けを行い、人物・端末対応付けデータ
を生成する（ステップＳ６；被写体・通信源対応付けステップに相当）。この人物・端末
対応付けデータは、例えば、各人物Ｐ１～Ｐ５の歩行動線と、各端末Ｔ１～Ｔ３の移動動
線との間で、相関度の高いもの同士を対応付け、互いに対応付けられた歩行動線と移動動
線とがあれば、その歩行動線の人物と移動動線の端末とを対応付けることにより生成され
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る（このような手法に限定される訳ではない）。図４の下部には、人物・端末対応付けデ
ータの一例として、人物Ｐ２と端末Ｔ１、人物Ｐ４と端末Ｔ２、人物Ｐ５と端末Ｔ３が、
それぞれ対応付けられた対応付け結果を画像化したものを模式的に示している。以下、端
末に対応付けられた人物のことを「端末対応人物」と称する。
【００４２】
　次に、端末対応人物の個別情報を取得する（ステップＳ７）。本例の場合、端末Ｔ１に
対応付けられた人物Ｐ２の個別情報、端末Ｔ２に対応付けられた人物Ｐ４の個別情報、端
末Ｔ３に対応付けられた人物Ｐ５の個別情報を、それぞれ取得する。端末対応人物の個別
情報は、情報記憶サーバ２００から取得する。具体的には、例えば、端末Ｔ１に対応付け
られた人物Ｐ２の個別情報の場合、まず、移動情報活用装置１００において、端末Ｔ１か
ら通信中継機ＡＰ１～ＡＰ３に送信された通信信号に含まれる端末固有情報を取得する。
次に、その端末固有情報を情報記憶サーバ２００に伝送し、伝送した端末固有情報に対応
付けられた認証情報および個別情報が記憶されているかどうか検索させる。情報記憶サー
バ２００は検索を実行し、該当する個別情報を記憶している場合は、その個別情報を移動
情報活用装置１００に伝送する。移動情報活用装置１００は、伝送された個別情報を、端
末Ｔ１に対応付けられた人物Ｐ２の個別情報として取得する。
【００４３】
　次に、端末対応人物と個別情報との対応付けを行い、端末対応人物・個別情報対応付け
データを生成する（ステップＳ８）。この端末対応人物・個別情報対応付けデータは、例
えば、端末と、人物（例えば、その人物に関して画像データから抽出された見た目の特徴
のデータ）と、個別情報とを相互に対応付けて記憶されるデータとすることができる。
【００４４】
　次に、生成したデータを出力する（ステップＳ９）。例えば、画像表示装置１８０に対
して人物・端末対応付けデータや端末対応人物・個別情報対応付けデータを出力したり、
販売管理装置３００に対して端末対応人物・個別情報対応付けデータを出力したりする。
また、情報記憶サーバ２００から取得した端末対応人物の個別情報を、そのまま販売管理
装置３００等に出力してもよい。
【００４５】
　販売管理装置３００に出力される端末対応人物の個別情報（端末対応人物・個別情報対
応付けデータに含まれるものを含む）は、販売管理装置３００から販売管理サーバ４００
へと伝送されることにより、それに基づいて、どのような人物がどのような商品を購入し
たのかなどを解析することが可能となる。そのため、端末対応人物の個別情報を、マーケ
ティング等に有効利用することができる。従来、画像認識技術を用いて、人物の性別や年
代、服装の好み等を推定し、それをマーケティング等に利用する考えはある。しかし、画
像認識によって推定し得る情報は限られており、推定した内容が正しいとは限らない。こ
れに対し、移動情報活用装置１００が取得する端末対応人物の個別情報は信頼性が高いの
で、マーケティング等への利用価値は非常に高いものとなる。
【００４６】
　また、画像表示装置１８０に出力された人物・端末対応付けデータや端末対応人物・個
別情報対応付けデータは、それを画像表示部（例えば、監視カメラＳＣが写す画像上）に
表示させることにより、どのような人物が来店しているのかを画像上で把握することに利
用することが可能となる。また、万引き等の犯罪の防止や、犯罪を実行した人物の特定や
追跡等に利用することも可能である。例えば、或る人物が万引きをしたことを画像上で確
認できた場合、その人物に関する端末対応人物・個別情報対応付けデータがあれば、それ
（データに含まれる個別情報）からその人物を特定することが可能となる。
【００４７】
　また、端末対応人物・個別情報対応付けデータに基づいて個別情報を取得した人物に対
して、来店時や会計時に、その人物に適したサービスを提供することも可能となる。例え
ば、対象とする人物の個別情報から他店等での購入履歴の情報を解析し、その解析結果に
基づきその人物が好みそうな商品を選出して紹介したり、その商品に関する割引等の情報
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できる。
【００４８】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるものでは
なく、適宜変更可能である。例えば、上述の実施形態では、監視カメラＳＣや、通信中継
機ＡＰ１～ＡＰ３が設置される場所を店舗としているが、店舗以外の任意の場所、例えば
、公園等の広場や、駅や空港等の構内、街路等にこれらを設置してもよい。また、カメラ
や固定通信源（通信中継機）の設置数は、監視等を行う範囲の広さ等に応じて任意に変更
することが可能である。
【００４９】
　また、上述の実施形態では、移動体（人物）の個別情報を外部記憶装置（情報記憶サー
バ２００）に記憶させているが、移動情報活用装置が個別情報を記憶するようにしてもよ
い。また、カメラや固定通信源と移動情報活用装置とが広域情報通信網を介して接続され
るようにしてもよい。また、データ解析部１１０の機能を情報記憶サーバ２００に移すな
ど、移動情報活用装置の機能を複数に分散させるようにしてもよい。
【００５０】
　また、上述の実施形態では、固定通信源を、無線ＬＡＮのアクセスポイントとして機能
する通信中継機としているが、固定通信源を、電話回線網における無線の基地局としても
よい。また、携行通信源は、携帯電話等の端末に限られるものではなく、それから発信さ
れる通信信号からそれを保持する移動体の個別情報を取得できるように構成されたもので
あれば形状や種類、大きさ等は問わない。例えば、バッジ状や腕時計状に形成されて人物
が装着する通信機や、体内に埋設される非常に小型の通信機を携行通信源とすることも可
能である。また、移動体（被写体）は、人物に限定されるものではなく、人以外の動物あ
るいは物であってもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１０　　　通信システム
１００　　移動情報活用装置
２００　　情報記憶サーバ（外部記憶装置）
３００　　販売管理装置（外部装置）
ＡＰ１～ＡＰ３　　通信中継機（固定通信源）
Ｐ０～Ｐ５　　人物（移動体／被写体）
Ｔ０～Ｔ３　　端末（携行通信源）
ＳＣ　　監視カメラ
ＮＴ　　広域情報通信網
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